
1．研究の目的
　近年、都市水路・下水路・農業水路などで環境用
水を創出する取り組みが進展している。2007 年 10
月には「亀田郷（新潟県新潟市）」において環境用水
の水利使用が許可され、環境用水の水利権取得第１
号となった。環境用水の制度化は、宮城県を流れる
取手川の支川である広瀬川から取水している農業水
路「六郷堀・七郷堀（宮城県仙台市）」に環境用水を
導水したのが発端で、2005 年 1 月に成立した。こ
れを契機に、2006 年 3 月 20 日に国土交通省から「環
境用水に係る水利使用許可の取扱い基準の策定」（国
土交通省河川局，2006）が発表された。
　これまでの環境用水の水利権取得は全国で 5 事例
あるが、環境用水の成立の経緯、導入成功の要因を
実態調査に基づく分析から明らかにした研究は見当
たらない。そこで、本研究では、環境用水の水利権
を取得した事例と、環境用水の水利権は取得してい
ないが実質的には環境用水として機能している事例
を対象として、環境用水が成立する経緯や導水の過
程、その後の維持管理体制の再編などの環境用水の
定着過程の実態を比較・分析し、資源管理の観点か
ら環境用水が成立する条件を明らかにしていく。さ
らに、これまで、かんがい用水が利水の主体であっ
た地域において、市街化、混住化が進み、環境用水
の重要性が高まりつつあるなかで、かんがい用水の
管理主体である土地改良区がこれに関与し得る範囲
と環境用水の導入と定着過程で果たし得る機能につ
いて実証的に解明する。これらを通じて、河川水利
の変革過程において環境用水が果たす役割と、その
維持管理における資源管理上の課題を明らかにす
る。

2．環境用水の定義
　2006 年 3 月に国土交通省が示した基準では、環
境用水とは、「水質、親水空間、修景等生活環境ま
たは自然環境の維持、改善等を図ることを目的とし
た用水」と定義している。
　一方、環境省は、環境用水を「水質の改善、良好
な景観や親水、レクリエーション空間の保全・創出、
動植物の生息・生育環境の保全等のために使用され
る水」と定義した（環境省水・大気環境局水環境課，
2007）。表現に差異はあるが、概ね国土交通省が規
定した環境用水の定義に近い内容となっている。

　国土交通省の環境用水という用語に対し、農林水
産省では、これまで地域用水という用語が用いられ
てきた。農林水産省は、地域用水を「かんがい用水
およびこれと一体的に利用される用水」と規定して
おり、かんがい用水のうち、かんがい以外の用途に
供される用水を地域用水とよんでいる（農林水産省
構造改善局，1993）。地域用水の中に環境用水が含
まれ、環境用水は、生活環境又は自然環境の維持、
改善等を図ることを目的とした用水（水質改善、親
水空間形成、修景、生態系保全等）としている（農林
水産省農村振興局整備部水資源課（2009））。
　環境用水には、多様な水源をのもとで利用され水
利権を取得していないが環境用水としての機能を果
たす用水「広義の環境用水」と、国土交通省の通達
によって水利権を取得した環境用水「狭義の環境用
水」がある（秋山，2012）。

3．先行事例にみる環境用水の成立要因
　本研究では、環境用水の水利権を取得した 4 事例
をとりあげて、具体的に成立過程を分析することと
した。その際、「広義の環境用水」を実現させてい
る代表的な 2 つの地域と地域用水の水利権を取得

（本研究でいう広義の環境用水とみなし得る）した 2
地域をとりあげ、狭義の環境用水と広義の環境用水
の比較を通じて、環境用水成立の要因をより広い文
脈（水利権の有無にかかわらず一般的に環境用水が
成立する条件）で考察した。
　表 1 に示す調査対象地域において現地踏査とヒア
リング調査を実施した。ヒアリング項目は、環境用
水創出の経緯、対象とする水路の水環境、環境用水
導入にあたっての調査事業、水利権、維持管理、導
入の効果である。
　事例調査の結果から得られた環境用水の成立要
因として考えられる事項を表 2 に示す。環境用水
導入の過程に沿って、（A）地域の歴史・伝統、（B）
環境用水を必要とした原因・動機、（C）導入に至る
取り組み、（D）水路などの施設整備、（E）維持管理、
の 5 つの段階に整理すると、環境用水導入の成立要
因は、次の 14 の項目にまとめることができた。①
歴史・実績，②水と人とのかかわり， ③直接的な要
因，④地域住民・市民の声，⑤政策目的， ⑥関係機
関の連携，⑦試験通水，⑧事業による支援，⑨環境
計画，⑩条例，⑪水路整備，⑫管理主体，⑬管理費
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用，⑭利活用である。
　表 2 で、成立要因としてあげた 14 項
目のうち、調査対象 8 地区のマス目がす
べて埋まっているのは、③直接的な要因、
⑥関係機関の連携、⑫管理主体、⑬管理
費、の 4 項目である。このうち、管理主
体と管理費用は、環境用水の導入に不可
欠な要素であろう。関係機関の連携は、
不可欠とはいえないにしても、導入に当
たって相当重要な要素となっていること
がわかる。したがって、今後、環境用水
の導入を図る地域では、これら３項目へ
の備えを必要としているといって良いで
あろう。
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4．水資源量から見た環境用水
　流域における水資源量に対する環境用水量の割合
についての評価と、環境用水水利権の新たな取得事
例が見られない要因に対する水資源面から考察した。
　評価対象とする地域は、水源となる河川の流況や
河川維持流量などが公表されている仙台市六郷堀・
七郷堀、新潟市亀田郷、川崎市二ヶ領用水、山形県
酒田市小牧川とした。
　調査事例地域の環境用水は、目的が異なり、水
量は 0.3 ～ 2.15 m3/s とかなりの幅があった。受益
面積あたりの環境用水量は、0.020 ～ 0.226 m3･/s /
km2 であった（表 3）。受益面積は、環境用水の通水
水路を対象として面的な広がりについては水路網図
をもとに、ヒアリング結果を踏まえ筆者が設定した。
　低水流量から河川維持流量と下流側の既得利水量
を引いた水量に対する環境用水量の割合は、0.4 ～
58.3%の値であった（表 4）。
　以上のことから、低水流量から河川維持流量や既
得利水を差し引いた水量に対する環境用水量の割合
は河川によっては高い値を示しており、こうした河
川では環境用水量の確保が容易ではない。

5． 環境用水導入の可能性とその地域的条件 
－野洲川土地改良区における冬期用水の
導水を事例として

　本章では、非かんがい期（冬期）に地域用水の配水
計画を策定し、試験通水を行った滋賀県野洲川土地
改良区の地域用水機能増進事業を対象とし、機能と
しての環境用水（広義の環境用水）を成立させた過程
とその要因を明らかにし、環境用水導入の成立要因
を比較分析し、野洲川土地改良区の事例がもつ一般
的な意義を考察する。

　調査は、研究課題に関連する文献や資料の収集に
加え、野洲川土地改良区、守山市の関係部局、守山
市で水環境保全に取組む NPO 法人びわこ豊穣の郷、
野洲川土地改良区の受益範囲の地元（水利委員、自
治会等）を対象としヒアリングを実施した。
　野洲川土地改良区における非かんがい期の試験通
水が成功した要因を、調査結果から抽出すると、（1）
地域のニーズ、（2）関係機関との連携、（3）幹線水路
の改修、（4）雨水幹線の整備、（5）配水ルート・運用
ルールの明確化、（6）担当者の熱心な取組み、があ
げられる。
　野洲川土地改良区による冬期通水の試みは、14
項目の環境用水の成立要因のうち、⑬管理費用を除
く大半をカバーするものであった。都市化が進行し
ている地域では、農業者が管理してきた地域用水を
環境用水として捉え、継続的に地域の水として利活
用されることが望まれているが、野洲川土地改良区
の事例は、それを実践していくうえで貴重な示唆を
あたえるものとなっている。以下にその具体的な内
容を示す。
① 野洲川土地改良区が冬期にもっている水利権（水

路維持用水）を、受益地域全体に配水できるよう
な手だてを講じて実行に移した。これは、農業用
水のなかで地域用水とされているものであるが、
実際の機能は環境用水のそれと同じなので、既存
の農業用水管理のなかで環境用水の導入を実現で
きる根拠を提示することになった。

② 受益地域の各集落では農家数が相当に減少し、非
農家の数が増大しているが、野洲川土地改良区が
冬期に地域用水を流すことについて、地元の農家
や非農家からは特に異論はでていない。これにつ
いては、土地改良区自身が地元から異論がでない
よう慎重な配慮（通水試験や地元での説明会の開
催など）をしてきたという背景がある。

③ 地元の NPO は、ホタルの再生に向けて従来から
冬期の通水を希望していたが、土地改良区による
通水は NPO の希望に合致するものであった。こ
のことは、今後、冬期通水の維持管理について土
地改良区や農家以外の主体が関与し得る可能性を
示している。

④ 守山市内では、非かんがい期において、従来、農
家が担当してきた農業用水路の管理を地元の自治
会に移し、非農家を中心とした自治会活動の中で
水路の維持管理を行うという事例が発生してい
る。今後、各地で環境用水の導入を計画する際に、
水路の維持管理体制をいかに構築するかという課
題が発生してくるが、この事例はその課題解決に
向けて具体的な手がかりを提示している。
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6．結論
　環境用水水利権を取得した 4 事例および、広義の
環境用水を成立させていたといえる 4 事例を対象
に、現地調査を実施し、環境用水導入の成立要因と
して、14 の項目にまとめた。特に、直接的な要因、
関係機関の連携、管理主体、管理費が、環境用水の
導入にあたって重要な要素であることが示唆され
た。
　流域における水資源量に対する環境用水量の割合
について考察した結果、低水流量から河川維持流量
や既得利水を差し引いた水量に対する環境用水量の
割合は河川によっては高い値を示しており、こうし
た河川では環境用水量の確保が容易ではない。しか
し、河川の特性や環境用水の利用形態によって異な
るが、環境用水は既得利水との水利の再配分の検討
によって見出すことができる可能性がある。さらに、
河川の流況によっては豊水水利の積極的な利用も検
討すべきであろう。
　野洲川土地改良区の受益範囲のうち、都市化の進
行が著しい守山市域を対象に、非農家や自治会、環
境 NPO、農家、土地改良区、市行政それぞれの位
置と役割を確認しつつ、環境用水の導入を成立させ
た条件を解明した。さらに、土地改良区が地域用水
を環境用水と捉え継続的に利活用していく上での示
唆を得た。
　今後の課題を以下に示す。第 1 に、環境用水の導
入を試みたが実現できなかったという事例が存在し
ている。なぜ実現できなかったのかを分析すること
によって、環境用水の導入する際の条件を立体的に
明らかにすることができる。第 2 に、既往の環境用
水は、生物多様性保全を目的としたものは少数で
あった。今後、このテーマに関わる環境用水の事例
が発生した場合には、その分析を進めて実態を明ら
かにことである。第 3 に、環境用水の成立後の維持
管理段階で発生する問題についての分析である。環
境用水が持続していくための条件を明らかにするこ
とは、本研究に続く次の段階の課題となる。
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